
インフルエンザ登校許可報告書について 

 

インフルエンザに感染した場合は、出席停止の扱いとなります。また、治ゆしたことの確

認として下記の「インフルエンザ登校許可報告書」が必要となります。保護者の方がご記入

の上、登校再開日に学校へご提出ください。（病院からの証明は必要ありません） 

 

 お願い 

 ①病院でインフルエンザと診断されたら、学校にお電話または Google フォームでお知ら

せください。 

 ②解熱したら、再度学校に連絡してください。（登校可能日をお伝えします。） 

 

 

出席停止期間（学校保健安全法施行規則より） 

発症した後 5 日を経過し、かつ、解熱した後 2 日を経過するまで 

 ただし、登校再開日に咳や鼻水等の症状がある場合は、登校することができません。 

  

 

 

 

インフルエンザ 登校許可報告書 

相模原市立相陽中学校 

生徒氏名   年  組 名前 保護者氏名 

発症した日 

※症状の訴えがあった日 
 月  日（  ）曜日 診断された日  月  日（  ）曜日 

解熱した日  月  日（  ）曜日 インフルエンザの型 A型 ・ B型 

出席停止期間 月  日（  ）曜日 ～  月  日（  ）曜日 

医療機関名  

主な症状 

〇をつけてください 

発熱（     ℃）・頭痛・咳・のどの痛み・だるい・ 

鼻水 ・ 腹痛 ・ 下痢 ・ 嘔吐 ・ その他（          ） 

※この用紙は保護者の方が記入し、登校を再開する日にお子さんに持たせてく

ださい。 

きりとり 


